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軍記物語の対称詞　永田

一
、
は
じ
め
に

　

人
が
他
の
人
と
接
触
を
行
う
場
合
に
は
、
接
触
す
る
相
手
に
応

じ
て
そ
の
態
度
を
変
化
さ
せ
る
の
が
常
で
あ
る
。
言
葉
に
よ
る
対

人
接
触
を
待
遇
表
現
と
呼
ん
で
い
る
。そ
の
待
遇
表
現
の
中
で
も
、

相
手
を
ど
の
よ
う
に
呼
ぶ
か
は
最
も
重
要
で
頻
繁
に
現
れ
る
待
遇

表
現
で
あ
る
。
言
語
学
の
発
祥
の
地
、
西
洋
で
は
英
語
を
例
に
取

る
と
、 ¹H

ello M
r. Jam

es.' 

の
よ
う
に
相
手
を¹M

r. Jam
es' 

と

呼
び
注
意
を
引
く
。
フ
ァ
ー
ス
ト
・
ネ
ー
ム
で ¹Joh

n
' 

と
呼
ん

だ
り
、 ¹D

r. Jam
es' 

の
よ
う
に
敬
称
で
呼
ん
だ
り
、
聞
き
手
と
の

関
係
に
応
じ
て
呼
び
方
を
変
え
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
語

を ¹term
s of ad

d
ress' 

（
呼
称
）
と
命
名
し
て
い
る
。
し
か
し

英
語
に
お
い
て
は
、
い
っ
た
ん
相
手
の
注
意
を
引
い
た
後
で

は
、 ¹I h

av
en

't seen
 y

ou
 for a lon

g
 tim

e. H
ow

 are y
ou

?' 

の
よ
う
に
二
人
称
代
名
詞 ¹y

ou
' 

で
相
手
を
さ
す
よ
う
に
な
る
。

ま
さ
に
、
名
詞
に
代
わ
る
も
の ¹p

ron
ou

n
' 

（
代
名
詞
）
で
あ
る
。

し
か
し
日
本
語
の
代
名
詞
は
、
西
洋
語
の
代
名
詞
と
は
機
能
が
大

き
く
異
な
る
。
話
者
は
自
分
よ
り
目
上
の
者
を
聞
き
手
と
す
る
場

合
に
は
、「
先
生
、
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。
あ
な
た
は
今
ど
こ

に
行
く
の
で
す
か
」
の
よ
う
に
二
人
称
代
名
詞
を
使
え
ず
、「
先

生
、
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。
先
生
は
今
ど
こ
に
行
か
れ
る
の
で

す
か
。」
の
よ
う
に
役
割
上
の
関
係
を
表
わ
す
「
先
生
」
を
使
っ

た
り
、
役
割
上
の
上
下
関
係
が
な
い
場
合
に
は
「
永
田
さ
ん
は
今

ど
こ
に
行
か
れ
る
の
で
す
か
。」
の
よ
う
に
姓
に
敬
称
の
「
さ
ん
」

を
付
け
て
呼
ぶ
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
西
洋
語
に
基
づ

い
て
作
ら
れ
た
文
法
用
語
、「
二
人
称
代
名
詞
」
は
日
本
語
に
は

不
適
当
で
、「
山
本
、
お
前
ど
こ
に
行
く
ん
だ
」
の
場
合
、
呼
び

か
け
る
「
山
本
」
は
呼
称
詞
、
い
っ
た
ん
呼
び
か
け
た
後
で
使
わ

れ
る
「
お
前
」
は
対
称
詞
と
呼
ん
で
区
別
す
る
こ
と
に
す
る
。

従
っ
て
、「
先
生
、
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。
先
生
は
今
ど
こ
に

軍
記
物
語
の
対
称
詞

永

田

高

志
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行
か
れ
る
の
で
す
か
。」
の
最
初
の
「
先
生
」
は
呼
称
詞
、
後
の

「
先
生
」
は
対
称
詞
と
な
る
。

　

鈴
木
（
一
九
七
三
）
で
は
現
代
日
本
語
の
対
称
詞
を
調
査
し
、

世
代
の
上
下
と
、
同
世
代
に
属
す
る
も
の
の
間
で
は
年
齢
の
上
下

が
目
上
目
下
を
決
定
し
、
親
族
同
士
の
対
話
で
は
「
話
者
（
自

己
）
は
、
目
上
目
下
の
分
割
線
の
上
に
位
す
る
親
族
に
人
称
代
名

詞
を
使
っ
て
呼
び
か
け
た
り
、
直
接
に
言
及
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
こ
れ
と
反
対
に
、
分
割
線
よ
り
下
の
親
族
に
は
、
す
べ
て
人

称
代
名
詞
で
呼
び
か
け
た
り
、
言
及
し
た
り
で
き
る
。」(

一
五
一

頁)

と
示
し
て
い
る
。
例
を
挙
げ
る
と
、
分
割
線
の
上
に
位
す
る

親
族
、
例
え
ば
父
親
に
対
し
、
一
番
丁
寧
と
考
え
ら
れ
る
二
人
称

代
名
詞
「
あ
な
た
」
を
使
っ
て
さ
え
、「
あ
な
た
は
ど
こ
へ
い

ら
っ
し
ゃ
る
の
で
す
か
。」
と
は
言
え
な
い
が
、
反
対
に
、
分
割

線
よ
り
下
の
親
族
、
例
え
ば
息
子
に
対
し
、
丁
寧
度
が
低
い
二
人

称
代
名
詞
「
お
ま
え
」
を
使
っ
て
、「
お
ま
え
は
ど
こ
に
行
く
ん

だ
。
」
と
言
え
る
。
こ
の
点
は
、
多
く
の
社
会
言
語
学
者
の
間
で

は
、
日
本
語
の
待
遇
表
現
が
い
か
に
聞
き
手
と
の
年
齢
の
上
下
差

に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
か
、
日
本
の
社
会
構
造
を
反
映
し
て
い
る

と
い
う
点
で
日
本
語
の
特
徴
と
し
て
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て

い
る
。

　

し
か
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
現
代
日
本
語
の
共
通
語
に
当
て
は

ま
る
規
則
で
、
国
立
国
語
研
究
所
（
一
九
七
九
）
に
よ
る
と
、
二

人
称
代
名
詞
で
目
上
の
者
を
言
及
し
た
り
す
る
方
言
が
多
く
存
在

し
、
ま
た
、
永
田
（
二
〇
〇
六
）
で
は
共
通
語
の
基
盤
に
な
っ
た

東
京
語
に
お
い
て
も
明
治
前
期
に
は
二
人
称
代
名
詞
で
目
上
の
者

を
言
及
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
た
。
さ
ら
に
、

明
治
後
期
と
大
正
期
に
お
け
る
東
京
語
の
対
称
詞
を
調
べ
た
結

果
、
永
田
（
二
〇
〇
八
ｂ
）
で
、「
現
在
の
共
通
語
の
待
遇
法
は

ま
だ
十
分
定
着
し
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
親
族
の
上
位
者
に
対
し

て
、
多
く
の
場
合
親
族
名
称
が
使
わ
れ
る
が
、
『
あ
な
た
』
も
同

様
に
使
わ
れ
て
い
る
。
役
割
上
の
上
位
者
に
対
し
て
、
役
割
名
が

使
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
『
あ
な
た
』
も
同
様
に
使
わ
れ
て
い

る
。」（
一
〇
八
頁
）
と
述
べ
た
。
さ
ら
に
、
同
時
期
に
発
刊
さ
れ

た
総
合
雑
誌
『
太
陽
』
で
使
用
さ
れ
て
い
る
対
称
詞
を
調
査
し
た

永
田
（
二
〇
〇
九
ａ
）
で
も
、「
役
割
上
の
、
親
族
上
の
目
上
を

役
割
名
や
親
族
名
で
待
遇
す
べ
き
と
い
う
現
在
の
共
通
語
の
体
系

は
『
太
陽
』
に
お
い
て
も
ま
だ
十
分
に
定
着
し
て
い
な
い
。」

（
六
九
頁
）
と
結
論
付
け
た
。
明
治
後
期
以
降
、
徐
々
に
現
代
の

体
系
に
移
行
し
て
き
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
う
な
る
と
、
現
代
日

本
語
の
共
通
語
の
対
称
詞
の
体
系
は
ど
こ
に
起
因
す
る
か
が
問
題

と
な
る
。
そ
れ
を
追
及
す
る
た
め
に
国
定
教
科
書
の
対
称
詞
を
調

べ
た
結
果
、
永
田
（
二
〇
〇
八
ａ
）
で
は
、「
現
代
の
共
通
語
の



－3－

軍記物語の対称詞　永田

対
称
詞
と
同
じ
体
系
が
国
定
教
科
書
で
使
わ
れ
て
い
る
。む
し
ろ
、

国
定
教
科
書
で
使
わ
れ
て
い
る
対
称
詞
の
体
系
が
学
校
教
育
を
通

じ
て
標
準
語
と
し
て
全
国
に
広
ま
っ
て
い
っ
た
と
考
え
た
方
が
順

当
で
あ
る
。」（
六
六
頁
）
と
述
べ
た
。
さ
ら
に
、
国
定
教
科
書
で

使
わ
れ
て
い
る
対
称
詞
の
体
系
は
一
体
何
を
基
準
に
作
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
点
に
及
ん
で
く
る
。
標
準
語
と
い
う
性

格
の
た
め
、
公
式
場
面
で
使
わ
れ
る
言
語
で
あ
る
こ
と
は
自
明
の

事
実
で
あ
る
。
第
一
期
の
国
定
国
語
教
科
書
が
発
行
さ
れ
た
の
は

明
治
三
六
年
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
の
支
配
者
階
級
に
根
ざ
し
た
公

式
言
語
で
あ
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
さ
ら
に
、
永
田

（
二
〇
〇
九
ｂ
）
で
は
、
公
式
言
語
を
探
る
資
料
と
し
て
「
捷
解

新
語
」
を
調
査
し
た
。
そ
の
結
果
武
家
の
公
式
言
語
で
は
、
現
代

日
本
語
の
共
通
語
の
対
称
詞
の
体
系
と
同
じ
体
系
が
使
わ
れ
て
い

る
と
結
論
づ
け
た
。こ
こ
で
は
、
さ
ら
に
、
武
家
階
級
が
生
ま
れ
、

さ
ら
に
武
家
が
公
家
か
ら
権
力
を
奪
い
取
る
の
は
鎌
倉
時
代
で
あ

り
、
言
語
に
お
い
て
も
武
家
は
公
家
の
公
式
言
語
を
継
承
し
た
こ

と
が
想
像
さ
れ
る
。
武
家
の
公
式
言
語
の
対
称
詞
の
体
系
の
元
を

遡
る
た
め
に
、
軍
記
物
語
を
調
査
す
る
こ
と
に
す
る
。

　

今
ま
で
「
現
代
日
本
語
の
共
通
語
の
対
称
詞
の
体
系
」
と
い
う

用
語
を
頻
繁
に
使
っ
て
き
た
が
、「
上
下
（
う
え
し
た
）
対
称
詞
」

と
今
後
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
す
な
わ
ち
、
年
齢
や
地
位
の
上
位
者

に
対
し
て
は
二
人
称
代
名
詞
で
言
及
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、

反
対
に
、
下
位
者
に
対
し
て
は
二
人
称
代
名
詞
で
言
及
す
る
こ
と

が
で
き
る
対
称
詞
の
体
系
で
あ
る
。
上
位
者
に
対
し
て
は
二
人
称

代
名
詞
を
使
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、「
す
み
ま
せ
ん
、

ち
ょ
っ
と
」
の
よ
う
に
対
称
詞
を
省
略
し
た
り
、「
先
生
は
ど
こ

に
お
行
き
に
な
る
の
で
す
か
」
の
よ
う
に
、「
先
生
」
と
い
う
役

割
上
の
対
称
詞
で
言
及
し
た
り
す
る
必
要
が
あ
る
。
多
く
の
方
言

で
は
目
上
に
対
し
て
も
二
人
称
代
名
詞
で
言
及
す
る
こ
と
が
で
き

る
体
系
を
も
っ
て
い
る
。
目
上
や
目
下
に
関
係
な
く
単
一
の
二
人

称
代
名
詞
で
言
及
す
る
「
単
一
対
称
詞
」
の
方
言
も
あ
る
し
、
ま

た
、
聞
き
手
が
目
上
か
目
下
か
に
応
じ
て
複
数
の
二
人
称
代
名
詞

を
使
い
分
け
る
「
段
階
対
称
詞
」
の
方
言
も
あ
る
。
例
え
ば
、
永

田
（
一
九
九
六
）
に
よ
る
と
、
沖
縄
本
島
大
里
で
は
年
上
の
者
に

は
ウ
ン
ジ
ュ
、
年
下
の
者
に
は
ヤ
ー
と
年
齢
の
上
下
に
応
じ
て
二

人
称
代
名
詞
を
使
い
分
け
て
い
る
。
印
欧
語
族
の
人
称
代
名
詞
で

は
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
の
よ
う
に
丁
寧
な ¹v

ocô' 

と
そ
う
で
な
い ¹

tu
' 

を
使
い
分
け
る
段
階
対
称
詞
や
英
語
の ¹y

ou
' 

よ
う
に
単
一

対
称
詞
の
体
系
が
見
ら
れ
る
が
、
上
下
対
称
詞
の
存
在
は
認
め
ら

れ
な
い
。
し
か
し
、
近
隣
諸
国
で
は
、
日
本
語
の
み
で
は
な
く
、

朝
鮮
語
に
お
い
て
も
対
称
詞
と
し
て
二
人
称
代
名
詞
を
目
上
の
聞

き
手
に
対
し
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
、
敬
語
が
発
達
し
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て
い
る
こ
と
で
有
名
な
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
地
域
言
語
、
ジ
ャ
ワ
語

や
ス
ン
ダ
語
で
も
同
様
に
上
下
対
称
詞
が
使
わ
れ
て
お
り
、
日
本

語
の
起
源
を
探
る
の
に
も
重
要
な
問
題
を
提
起
す
る
の
か
も
し
れ

な
い
。二

、
資
料
お
よ
び
調
査
法

　

新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
平
家
物
語
』
と
『
保
元
物
語
・
平
治

物
語
・
承
久
記
』（
岩
波
書
店
）
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
用
い
る
こ

と
に
す
る
。
こ
こ
で
使
用
す
る
「
平
家
物
語
」
は
覚
一
本
を
底
本

と
し
て
い
る
が
、「
平
家
物
語
」
は
異
本
が
多
く
待
遇
表
現
に
限

定
し
て
も
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
異
な
り
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
知
ら

れ
て
い
る
。
そ
の
待
遇
表
現
の
異
な
り
は
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に

「
平
家
物
語
」
を
書
い
た
作
者
の
登
場
人
物
に
対
す
る
評
価
が
反

映
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
作
者
の
評
価
自
身
も
作
者

の
住
ん
だ
時
代
背
景
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
て
い
る
に
違
い
な
い
こ

と
が
想
像
さ
れ
る
。
な
お
、
覚
一
本
は
南
北
朝
時
代
の
言
語
を
使

用
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
保
元
物
語
」
は

半
井
本
、「
平
治
物
語
」
は
古
態
本
、「
承
久
記
」
は
慈
光
寺
本
を

底
本
と
し
て
い
る
。

　

当
時
は
身
分
に
よ
っ
て
待
遇
表
現
が
決
定
さ
れ
て
い
る
。
桜
井

（
一
九
六
六
）
で
は
「
今
昔
物
語
」
で
使
用
さ
れ
る
敬
語
に
よ
っ

て
身
分
関
係
の
上
下
を
段
階
分
け
し
た
が
、
西
田
（
一
九
七
八
）

で
は
そ
の
分
類
を
基
礎
に
「
平
家
物
語
」
の
敬
語
使
用
対
象
を
左

記
の
よ
う
に
三
グ
ル
ー
プ
に
分
け
て
い
る
が
、
こ
こ
で
も
こ
れ
を

活
用
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
　

第
一
群　

 

天
皇
・
院
（
上
皇
・
法
皇
）・
女
院
・
后
・
宮
な

ど
皇
族
と
摂
政
・
関
白

　
　

第
二
群　

 

上
達
部
（
公
卿
）
す
な
わ
ち
大
臣
（
公
）
と
大
納

言
・
中
納
言
・
参
議
お
よ
び
三
位
以
上
の
貴
族

（
以
上
卿
）

　
　

第
三
群　

殿
上
人
以
下
の
人
々

　

こ
の
論
文
で
は
話
し
手
と
聞
き
手
と
の
関
係
を
親
族
関
係
と
役

割
関
係
と
身
分
関
係
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
に
す
る
。
親
族
関
係

と
は
親
と
子
と
い
う
よ
う
な
血
族
関
係
、
役
割
関
係
と
は
主
君
と

部
下
と
い
う
よ
う
な
主
従
の
関
係
、
身
分
関
係
と
は
院
と
庶
民
と

い
う
よ
う
な
階
級
的
な
属
性
関
係
を
指
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
に

つ
い
て
、
上
位
と
同
位
と
下
位
と
い
う
三
段
階
を
設
定
し
た
。
し

か
し
、
常
に
こ
の
関
係
が
矛
盾
し
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
親
族
関

係
で
は
上
位
で
あ
る
が
身
分
関
係
で
は
下
位
に
あ
る
と
い
う
様
な

関
係
も
存
在
す
る
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
、
右
大
臣
公
能
は
太
皇

太
后
宮
に
な
っ
た
娘
に
対
し
上
位
待
遇
を
行
い
、
ま
た
、
生
ま
れ



－5－

軍記物語の対称詞　永田

て
く
る
孫
に
対
し
て
も
上
位
待
遇
を
行
っ
て
い
る
。
親
族
関
係
で

は
娘
と
孫
で
あ
り
上
位
で
あ
る
が
、
身
分
関
係
で
は
天
皇
家
に
嫁

い
だ
娘
に
対
し
て
下
位
に
な
る
と
い
う
関
係
が
あ
り
、
身
分
関
係

の
方
が
親
族
関
係
よ
り
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

会
話
部
分
や
伝
言
や
書
簡
で
使
わ
れ
て
い
る
対
称
詞
を
調
査
し

た
結
果
、
四
一
八
例
対
称
詞
の
使
用
例
が
抽
出
さ
れ
た
。
対
称
詞

の
敬
意
の
度
合
い
を
検
証
す
る
た
め
に
、
聞
き
手
に
対
し
て
丁
寧

語
「
候
ふ
」
を
使
用
し
て
い
る
か
等
を
基
準
に
し
た
。

三
、
調
査
結
果

　

対
称
詞
は
大
き
く
分
け
て
、
四
つ
に
分
類
さ
れ
る
。
一
つ
目
は

人
称
代
名
詞
で
、
二
つ
目
は
役
割
名
で
、
三
つ
目
は
姓
名
で
、
四

つ
目
は
親
族
名
で
あ
る
。
役
割
と
は
固
定
し
た
組
織
の
中
で
の
上

下
関
係
、
た
と
え
ば
、
雇
用
関
係
等
の
上
下
関
係
を
指
し
、
役
割

名
と
は
役
割
に
応
じ
た
対
称
詞
で
、「
宰
相
」、「
大
納
言
」
の
よ

う
に
官
職
名
や
、「
駿
河
殿
」、「
山
城
殿
」
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ

の
受
領
地
名
に
「
殿
」
を
付
加
し
た
名
、「
二
位
殿
」
の
よ
う
に

位
階
名
、「
上
人
」
の
よ
う
に
職
に
よ
る
敬
称
を
さ
す
。
各
用
例

文
中
の
対
称
詞
に
右
線
を
付
け
て
記
す
。

三
、一
、
聞
き
手
と
の
関
係
か
ら
見
た
対
称
詞

＊
親
族
関
係
の
上
位
者
を

　

全
用
例
一
七
例
中
、
息
子
が
父
親
を
待
遇
す
る
例
と
し
て
、
義

憲
・
頼
賢
・
頼
仲
・
為
宗
・
為
成
・
為
仲
兄
弟
が
判
官
で
あ
る
父

為
義
に
対
し
て
、

一　

 「
御
身
ノ
為
扶
カ
ラ
ン
モ
猿
事
ニ
テ
、
我
等
ヲ
モ
助
サ
セ
給

ベ
キ
御
支
度
ニ
テ
コ
ソ
候
ヘ
」（「
保
元
物
語
」
下
、
為
義
降

参
ノ
事
）

の
よ
う
に
、「
御
身
」
が
丁
寧
語
と
と
も
に
三
例
使
わ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
親
族
名
称
に
よ
る
対
称
詞
が
五
例
使
わ
れ
て
い
る
。
例
え

ば
、
地
の
文
で
十
三
歳
の
息
子
光
綱
を
幼
名
「
寿
王
冠
者
」
と
言

及
す
る
判
官
で
あ
る
父
光
秀
に
対
し
て
、

二　

 「
自
害
ヲ
ヱ
仕
候
ハ
ヌ
ニ
、
父
ノ
御
手
ニ
カ
ケ
サ
セ
玉
ヘ
」

（「
承
久
記
」
上
）

と
光
綱
は
言
っ
て
い
る
。
そ
の
他
で
も
、
重
盛
の
孫
六
代
御
前
は

母
藤
原
成
親
の
娘
に
対
し
、

三　

 「
母
御
前
に
は
け
ふ
既
に
は
な
れ
ま
い
ら
せ
な
ん
ず
。
今
は

い
か
に
し
て
も
、
父
の
お
は
し
ま
さ
ん
所
へ
ぞ
参
り
た
き
」

（「
平
家
物
語
」
巻
十
二
、
六
代
）

の
よ
う
に
使
わ
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
幼
い
子
の
使
用
例
で
あ

る
。
ま
た
、
判
官
で
あ
る
胤
義
が
敵
に
な
っ
た
兄
義
村
を
待
遇
す
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る
例
が
八
例
あ
り
、
書
簡
で
は
、

四　
 「

駿
河
殿
ハ
、
権
太
夫
ト
一
ニ
テ
、
三
浦
ニ
九
七
五
ニ
ナ
ル

子
共
三
人
乍
、
権
太
夫
ノ
前
ニ
テ
頸
切
失
給
へ
。
…
…
殿
ト

胤
義
ト
二
人
シ
テ
日
本
国
ヲ
バ
知
行
セ
ン
」（「
承
久
記
」

上
）

の
よ
う
に
、「
駿
河
殿
」
や
「
殿
」
で
待
遇
し
て
い
る
が
、
面
と

向
か
っ
て
は
、

五　

 「
胤
義
、
思
ヘ
バ
口
惜
ヤ
。
現
在
、
和
殿
ハ
権
太
夫
ガ
方
人

ニ
テ
」（「
承
久
記
」
下
）

の
よ
う
に
、「
わ
と
の
」
で
待
遇
し
て
い
る
。

　

現
在
の
共
通
語
の
よ
う
に
親
族
関
係
の
上
位
者
は
親
族
名
称
で

待
遇
す
る
と
い
う
原
則
は
こ
の
時
代
に
は
一
般
的
で
な
く
、
幼
少

期
に
は
親
族
名
称
を
使
っ
て
い
る
が
、
成
人
し
た
後
に
は
お
互
い

の
身
分
関
係
を
反
映
し
た
対
称
詞
を
使
用
し
て
い
る
。

＊
親
族
関
係
の
下
位
者
を

　

全
用
例
三
七
例
使
わ
れ
て
い
る
が
、
娘
に
対
し
て
「
わ
御
前
」

が
五
例
、「
な
ん
ぢ
」
が
一
例
使
わ
れ
て
い
る
。
幼
き
息
子
に
対

し
、
常
葉
は
、

六　

 「
な
ど
、
を
の
れ
ら
は
、
こ
と
は
り
を
ば
知
ら
ぬ
ぞ
。」（「
平

治
物
語
」
中
、
常
葉
落
ち
ら
る
る
事
）

の
よ
う
に
、「
お
の
れ
」
を
三
例
、「
な
ん
ぢ
」
を
一
例
使
っ
て
い

る
。
少
将
で
あ
る
成
経
は
三
歳
の
息
子
に
対
し
て
、

七　

 「
あ
は
れ
、
汝
七
歳
に
な
ら
ば
、
男
に
な
し
て
、
君
へ
ま
い

ら
せ
ん
と
こ
そ
思
ひ
つ
れ
」（「
平
家
物
語
」
巻
二
、
阿
古
屋

之
松
）

の
よ
う
に
、
幼
少
の
息
子
に
対
し
て
「
な
ん
ぢ
」
を
使
う
例
が
四

例
あ
る
。
例
一
と
同
じ
場
面
で
、
為
義
は
息
子
達
を
、

八　

 「
ワ
殿
原
ヲ
世
ニ
ア
ラ
セ
テ
見
ト
テ
、
カ
ヽ
ル
身
ニ
モ
成
ツ

ル
ゾ
」（「
保
元
物
語
」
下
、
為
義
降
参
ノ
事
）

と
「
わ
殿
原
」
で
待
遇
し
て
い
る
例
が
三
例
あ
る
。
例
四
五
の
よ

う
に
「
御
辺
」
を
使
う
例
が
二
例
あ
る
。
ま
た
、
幼
児
勢
多
伽
に

対
し
母
は
、

九　

 「
先
童
ヲ
失
ヒ
テ
、
和
児
モ
自
害
セ
ヨ
」（「
承
久
記
」
下
）

の
よ
う
に
、「
わ
児
」
を
二
例
使
っ
て
い
る
。
下
野
守
で
あ
る
義

朝
は
敵
に
な
っ
た
弟
為
朝
に
対
し
て
は
、

一
〇　

「
八
郎
ハ
、
聞
ツ
ル
ニ
ハ
不
レ

似
、
手
コ
ソ
ア
バ
ラ
ナ
リ

ケ
レ
」（「
保
元
物
語
」
中
、
白
河
殿
攻
メ
落
ス
事
）

の
よ
う
に
、
名
前
で
待
遇
す
る
例
が
一
例
あ
る
が
、
例
五
四
の
よ

う
に
「
わ
と
の
」
で
待
遇
す
る
例
も
あ
る
。

　

聞
き
手
の
年
齢
や
身
分
に
応
じ
て
親
族
の
下
位
者
に
対
す
る
対

称
詞
を
使
い
分
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
幼
少
期
は
子
ど
も
や
弟

と
い
う
よ
う
な
親
族
関
係
に
従
っ
て
「
お
の
れ
」
や
「
な
ん
ぢ
」
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で
待
遇
し
て
い
る
が
、
い
っ
た
ん
成
人
し
て
社
会
的
に
位
置
づ
け

ら
れ
る
と
そ
の
身
分
に
応
じ
て
「
御
辺
」
や
「
わ
殿
原
」
で
待
遇

す
る
よ
う
に
な
る
。

＊
役
割
関
係
の
上
位
者
を

　

主
君
を
待
遇
す
る
例
が
二
八
例
見
つ
か
る
が
、「
な
ん
ぢ
」
で

待
遇
す
る
義
仲
に
対
し
て
、
郎
党
今
井
四
郎
兼
平
は
、

一
一　

「
君
は
あ
の
松
原
へ
い
ら
せ
給
へ
。
兼
平
は
此
敵
ふ
せ
き

候
は
ん
」（「
平
家
物
語
」
巻
九
、
木
曾
最
期
）

の
よ
う
に
、「
君
」
が
一
六
例
使
わ
れ
て
い
る
。
他
に
「
殿
」
が

二
例
、
さ
ら
に
、
義
朝
に
対
し
て
め
の
と
ご
の
鎌
田
次
郎
正
清

は
、

一
二　

「
コ
ヽ
ハ
大
将
軍
ノ
蒐
ベ
キ
所
ニ
ハ
候
ハ
ヌ
ゾ
」（「
保
元

物
語
」
中
、
白
河
殿
ヘ
義
朝
夜
討
チ
ニ
寄
セ
ラ
ル
ル
事
）

の
よ
う
に
、
役
割
名
で
待
遇
す
る
例
が
五
例
あ
る
。
主
君
に
対
し

て
「
お
の
れ
」
を
五
例
使
う
例
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
主
君
の
む
く

ろ
に
対
し
て
恨
み
を
こ
め
て
鞭
打
つ
場
面
で
使
わ
れ
て
お
り
、
特

例
と
み
て
よ
い
。

　

役
割
関
係
の
上
位
者
に
対
し
て
は
、「
君
」
や
「
殿
」
や
役
割

名
が
使
わ
れ
て
い
る
。
反
対
に
、
自
称
詞
と
し
て
「
重
兼
・
実

盛
・
貞
能
」
な
ど
名
を
使
う
用
例
が
目
立
つ
。
役
割
関
係
の
上
下

差
が
待
遇
表
現
を
決
定
す
る
重
要
な
要
因
に
な
っ
て
い
る
。

＊
役
割
関
係
の
下
位
者
を

　

部
下
を
待
遇
す
る
例
が
七
一
例
見
つ
か
る
が
、「
な
ん
ぢ
」

三
七
例
、「
お
の
れ
」
一
三
例
、
名
の
呼
び
捨
て
一
一
例
、「
お
の

お
の
」、
役
割
名
、「
わ
僧
」
各
二
例
、「
わ
と
の
」、「
も
の
ど
も
」

各
一
例
が
あ
る
。
な
お
、
義
経
が
部
下
で
あ
る
那
須
与
一
に
対
し

て
、

一
三　

「
射
か
へ
せ
と
ま
ね
き
候
。
御
へ
ん
あ
そ
ば
し
候
な
ん
や
」

（「
平
家
物
語
」
巻
十
一
、
遠
矢
）

と
「
御
辺
」
を
「
候
」
と
い
う
丁
寧
語
と
と
も
に
使
っ
て
い
る

が
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
の
注
釈
で
は
「（
与
一
の
属
す
る
）

甲
斐
源
氏
は
源
氏
の
支
流
で
あ
る
の
で
、
敬
意
を
表
し
た
言
い
方

を
し
た
の
で
あ
る
」
と
あ
る
が
、
延
慶
本
で
は
単
に
「
ア
ノ
扇
仕

レ
」
と
の
み
あ
り
、
誤
記
の
可
能
性
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。

＊
恩
恵
関
係
に
あ
る
者
を

　

主
従
関
係
で
は
な
い
が
、
恩
恵
を
与
え
る
も
の
と
受
け
る
者
と

の
間
に
は
上
下
関
係
が
成
り
立
つ
。
清
盛
の
継
母
、
池
禅
尼
は
幼

き
頼
朝
の
助
命
を
お
こ
な
っ
た
。
池
禅
尼
は
頼
朝
に
対
し
て
、

一
四　

「
其
身
も
又
、
二
度
う
き
目
を
見
ん
こ
と
、
口
惜
か
る
べ

し
」（「
平
治
物
語
」
下
、
頼
朝
遠
流
の
事
）

と
、
二
例
「
そ
の
身
」
を
使
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
頼
朝
は
、

一
五　

「
父
と
も
母
と
も
、
此
御
方
を
こ
そ
頼
申
候
は
ん
」（「
平
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治
物
語
」
下
、
頼
朝
遠
流
の
事
）

と
「
此
御
方
」
を
使
っ
て
い
る
。

＊
身
分
関
係
の
上
位
者
を

　

一
概
に
身
分
関
係
の
上
位
者
と
言
っ
て
も
、
最
下
層
の
者
か
ら

見
る
と
中
流
層
の
者
も
上
位
者
に
な
る
た
め
、
絶
対
的
基
準
と
し

て
聞
き
手
の
身
分
に
よ
っ
て
分
類
す
る
こ
と
に
す
る
。
第
一
群
に

属
す
る
人
々
を
待
遇
す
る
例
が
二
四
例
見
つ
か
る
が
、
す
べ
て

「
君
」
で
待
遇
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
右
大
臣
で
あ
っ
た
公
能
は

娘
で
あ
る
が
入
内
し
太
后
に
な
っ
た
藤
原
多
子
に
対
し
、

一
六　

「
も
し
王
子
御
誕
生
あ
り
て
、
君
も
国
母
と
言
は
れ
、
愚

老
も
外
祖
と
あ
ふ
が
る
べ
き
瑞
相
に
て
も
や
候
ら
む
」（「
平

家
物
語
」
巻
一
、
二
代
后
）

ま
た
、
三
位
入
道
で
あ
っ
た
頼
政
は
皇
子
以
仁
王
に
対
し
、

一
七　

「
君
は
天
照
大
神
四
十
八
世
の
御
末
、
神
武
天
皇
よ
り

七
十
八
代
に
あ
た
ら
せ
給
ふ
」（「
平
家
物
語
」
巻
四
、
源
氏

揃
）

の
よ
う
に
す
べ
て
「
君
」
で
待
遇
し
て
い
る
。
第
二
群
に
属
す
る

人
々
に
対
し
て
は
八
例
「
君
」
を
使
っ
て
い
る
。
ま
た
、
頼
朝
は

大
納
言
で
あ
る
頼
盛
に
対
し
て
、

一
八　

「
故
尼
御
前
の
御
恩
を
、
大
納
言
殿
に
報
じ
た
て
ま
つ
ら

ん
」（「
平
家
物
語
」
巻
十
、
三
日
平
氏
）

の
よ
う
に
、
役
職
名
で
待
遇
す
る
例
が
六
例
あ
り
、
ま
た
、
熊
谷

次
郎
は
敵
に
対
し
て
、

一
九　

「
室
山
・
水
島
二
ケ
度
の
合
戦
に
高
名
し
た
り
と
名
の
る

越
中
次
郎
兵
衛
は
な
い
か
、
上
総
五
郎
兵
衛
・
悪
七
兵
衛
は

な
い
か
、
能
登
殿
は
ま
し
ま
さ
ぬ
か
」（「
平
家
物
語
」
巻

九
、
一
二
之
懸
）

の
よ
う
に
、
身
分
の
低
い
侍
は
「
姓
＋
名
」
呼
び
捨
て
で
待
遇
す

る
が
、
敵
で
あ
り
な
が
ら
身
分
の
高
い
能
登
守
教
経
に
対
し
て

は
、「
能
登
殿
」
と
受
領
名
で
待
遇
す
る
例
が
二
例
あ
る
。

　

第
一
群
に
属
す
る
人
々
に
は
「
君
」
を
、
そ
れ
以
外
の
人
々
に

は
役
割
名
を
使
っ
て
い
る
。

＊
身
分
関
係
の
同
位
者
を

　

男
の
話
し
手
か
ら
男
の
聞
き
手
へ
「
御
辺
」
と
い
う
対
称
詞
が

一
七
例
使
わ
れ
て
い
る
。
義
仲
は
使
者
を
介
し
て
頼
朝
に
、

二
〇　

「
な
ん
の
ゆ
へ
に
御
辺
と
義
仲
と
中
を
た
が
ふ
て
、
平
家

に
わ
ら
は
れ
ん
と
は
思
ふ
べ
き
」（「
平
家
物
語
」
巻
七
、
清

水
冠
者
）

の
よ
う
に
、
侍
は
同
位
の
侍
に
対
し
て
「
御
辺
」
を
使
っ
て
い

る
。
同
じ
く
僧
に
は
「
御
房
」
を
二
例
使
っ
て
い
る
。
身
分
の
低

い
若
侍
、
山
田
小
三
郎
是
行
は
同
輩
の
若
侍
に
、

二
一　

「
若
殿
原
に
可
レ

申
事
候
。
暫
ク
御
馬
ヲ
止
テ
、
物
御
覧
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候
ヘ
」（「
保
元
物
語
」
中
、
白
河
殿
ヘ
義
朝
夜
討
チ
ニ
寄
セ

ラ
ル
ル
事
）

の
よ
う
に
、
一
一
例
「
殿
原
」
が
使
わ
れ
て
い
る
。
頼
朝
は
源
氏

の
大
名
や
小
名
に
対
し
て
、

二
二　

「
け
ふ
九
郎
が
鎌
倉
へ
入
る
な
る
に
、
お
の
お
の
用
意
し

給
へ
」（「
平
家
物
語
」
巻
十
一
、
腰
越
）

の
よ
う
に
、「
お
の
お
の
」
が
丁
寧
語
と
と
も
に
七
例
使
わ
れ
て

い
る
。
侍
が
同
位
と
思
わ
れ
る
敵
を
待
遇
す
る
例
が
七
例
見
つ
か

る
が
、
義
仲
が
一
条
次
郎
に
対
し
、

二
三　

「
左
馬
頭
兼
伊
予
守
朝
日
の
将
軍
源
義
仲
ぞ
や
。
甲
斐
の

一
条
次
郎
と
こ
そ
聞
け
。
た
が
ひ
に
よ
い
か
た
き
ぞ
」（「
平

家
物
語
」
巻
九
、
木
曾
最
期
）

の
よ
う
に
「
姓
＋
名
」
が
五
例
、
名
呼
び
捨
て
が
二
例
あ
る
。
か

つ
て
は
烏
帽
子
親
で
あ
り
な
が
ら
、
今
は
敵
に
な
っ
て
い
る
広
綱

に
対
し
、
光
綱
は
、

二
四　

「
ア
レ
ハ
山
城
殿
ノ
ヲ
ハ
ス
ル
カ
。
光
綱
ヲ
バ
誰
ト
カ
御

覧
ズ
ル
」（「
承
久
記
」
上
）

の
よ
う
に
、「
役
割
名
＋
殿
」
で
、
ま
た
、
役
割
名
の
み
で
待
遇

す
る
例
が
各
一
例
見
つ
か
る
。
接
頭
辞
「
わ
」
を
使
っ
た
対
称
詞

が
、
「
わ
と
の
」、「
わ
き
み
」
各
二
例
、「
わ
ひ
と
」、「
わ
法
師

原
」
各
一
例
が
使
わ
れ
て
い
る
。ま
た
、「
な
ん
ぢ
（
ら
）」
七
例
、

「
お
の
れ
（
ら
）」
四
例
が
侍
に
よ
っ
て
同
位
と
思
わ
れ
る
敵
の
侍

に
対
し
て
丁
寧
語
な
し
に
使
わ
れ
て
い
る
。
身
分
的
に
は
同
位
の

聞
き
手
で
あ
る
が
、
敵
に
対
し
て
と
か
憤
っ
た
場
面
で
使
わ
れ
て

お
り
、
下
位
待
遇
と
見
て
よ
い
。

　

身
分
関
係
の
同
位
者
に
対
し
て
は
、
二
人
称
代
名
詞
の
「
御

辺
」、「
殿
原
」、「
お
の
お
の
」
が
主
に
使
わ
れ
て
い
る
。

＊
身
分
関
係
の
下
位
者
を

　

「
な
ん
ぢ
（
ら
）」
が
三
一
例
使
わ
れ
て
い
る
が
、
話
し
手
と
聞

き
手
と
の
間
に
は
大
き
な
身
分
差
が
あ
る
。
第
一
群
の
話
し
手
が

使
う
例
が
一
五
例
、
第
二
群
の
話
し
手
が
使
う
例
が
六
例
、
そ
れ

以
外
の
話
し
手
が
使
う
場
合
に
は
、
聞
き
手
が
名
も
な
き
庶
民
や

敵
で
あ
る
場
合
で
あ
る
。「
お
の
れ
（
ら
）」
が
九
例
使
わ
れ
て
い

る
が
、「
な
ん
ぢ
（
ら
）」
同
様
話
し
手
と
聞
き
手
と
の
間
に
は
大

き
な
身
分
差
が
あ
る
。
名
の
呼
び
捨
て
の
例
が
六
例
あ
る
。「
わ

と
の
」、「
わ
男
」、「
わ
君
」
が
各
一
例
使
わ
れ
て
い
る
。「
そ
こ
」

が
四
例
、「
こ
こ
」
が
一
例
使
わ
れ
て
い
る
。
身
分
関
係
の
下
位

者
に
対
し
て
は
、「
な
ん
ぢ
」
や
「
お
の
れ
」
が
主
に
使
わ
れ
て

い
る
。

　
　

三
、二
、
語
の
機
能
か
ら
み
た
対
称
詞

＊
「
君
」



－10－

文学・芸術・文化　  21巻 2 号　 2010．3

　

身
分
が
高
い
聞
き
手
に
対
し
て
の
使
用
例
が
三
五
例
あ
る
。
為

義
が
崇
徳
上
皇
に
対
し
て
、

二
五　

「
只
今
君
ヲ
御
位
ニ
付
ケ
マ
イ
ラ
セ
ン
事
、
御
疑
ア
ル
ベ

カ
ラ
ズ
」（「
保
元
物
語
」
上
、
新
院
御
所
各
門
門
固
メ
ノ
事

付
軍
評
定
ノ
事
）

の
よ
う
に
、
第
一
群
の
聞
き
手
に
対
し
て
使
わ
れ
る
場
合
が
ほ
と

ん
ど
で
あ
る
。
平
清
盛
と
の
争
い
に
負
け
た
源
義
朝
が
亡
く
な
っ

た
後
、
そ
の
愛
妾
常
葉
は
清
盛
の
詮
議
を
逃
れ
る
た
め
三
人
の
子

ど
も
を
連
れ
て
都
落
ち
し
た
。
見
ず
知
ら
ず
の
村
人
に
一
夜
の
宿

を
借
り
る
場
面
で
あ
る
が
、
村
人
は
、

二
六　

「
さ
れ
ば
こ
そ
あ
や
し
か
り
つ
る
が
、
い
か
さ
ま
に
も
、

た
ゞ
人
に
て
は
お
は
し
ま
さ
じ
。か
ゝ
る
乱
れ
の
世
な
れ
ば
、

し
か
る
べ
き
人
の
北
の
方
に
て
ぞ
お
は
す
ら
め
。
行
衛
も
し

ら
ぬ
君
の
御
ゆ
へ
に
、
老
衰
た
る
下
﨟
が
六
波
羅
へ
召
出
さ

れ
て
、
縄
を
も
つ
き
恥
を
も
み
て
、
命
を
う
し
な
ふ
ほ
ど
の

目
に
あ
ふ
と
て
も
、
追
出
し
奉
る
べ
き
か
は
。」（「
平
治
物

語
」
中
、
常
葉
落
ち
ら
る
る
事
）

と
言
う
が
、
村
人
に
と
っ
て
は
高
貴
な
常
葉
に
対
し
て
「
君
」
を

使
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
話
し
手
と
聞
き
手
と
の
間
に
は
主
従
関
係
が
あ
る
場
合

に
も
使
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
め
の
と
が
主
君
成
経
に
対
し

て
、

二
七　

「
御
ち
に
参
り
は
じ
め
さ
ぶ
ら
ひ
て
、
君
を
ち
の
な
か
よ

り
抱
き
あ
げ
ま
い
ら
せ
、
月
日
の
重
に
し
た
が
ひ
て
、
我
身

の
年
の
ゆ
く
事
を
ば
嘆
ず
し
て
、
君
の
お
と
な
し
う
な
ら
せ

給
ふ
事
を
の
み
、
う
れ
し
う
思
ひ
奉
り
」（「
平
家
物
語
」
巻

二
、
少
将
乞
請
）

や
、
主
君
宗
盛
に
対
し
て
、

二
八　

「
廿
余
年
の
間
、
妻
子
を
は
ぐ
ゝ
み
、
所
従
を
か
へ
り
み

る
事
、
し
か
し
な
が
ら
君
の
御
恩
な
ら
ず
と
い
ふ
事
な
し
」

（「
平
家
物
語
」
巻
七
、
福
原
落
）

の
よ
う
に
主
君
に
対
し
て
の
例
が
一
六
例
あ
る
。

　

ま
た
、
例
外
的
に
、
時
子
が
息
子
宗
盛
に
、

二
九　

「
主
上
か
様
に
い
つ
と
な
く
旅
だ
ゝ
せ
給
た
る
御
事
の
御

心
ぐ
る
ッ
し
さ
、
又
君
を
も
御
代
に
あ
ら
せ
ま
い
ら
せ
ば
や

な
ン
ど
思
ふ
ゆ
へ
に
こ
そ
、
今
ま
で
も
な
が
ら
へ
て
あ
り
つ

れ
」（「
平
家
物
語
」
巻
十
、
請
文
）

と
親
族
の
下
位
者
に
使
っ
た
例
が
一
例
あ
る
。
原
拠
し
た
新
日
本

古
典
文
学
大
系
の
解
釈
で
は
、「
こ
こ
で
は
『
君
』
は
対
話
の
相

手
で
あ
る
宗
盛
ら
を
指
す
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
」
と
あ
る
が
、
延

慶
本
や
長
門
本
で
は
、「
君
達
ヲ
モ
世
ニ
ア
ラ
セ
バ
ヤ
」
と
あ
り
、

問
題
が
残
る
。
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「
君
」
は
上
位
者
に
対
し
て
使
う
の
が
一
般
的
な
用
法
で
あ
り
、

一
例
以
外
、
五
三
例
、
丁
寧
語
と
と
も
に
使
わ
れ
て
い
る
。
丁
寧

語
な
し
に
使
わ
れ
て
い
る
例
は
、
平
家
の
侍
大
将
越
中
前
司
盛
俊

が
源
氏
の
侍
猪
俣
小
平
六
則
綱
と
争
っ
た
後
、
勝
っ
て
上
に
跨
り

首
を
掻
こ
う
と
す
る
折
、
則
綱
の
「
平
家
は
今
は
負
け
が
決
ま
っ

て
お
り
、
私
の
命
を
助
け
て
く
れ
れ
ば
、
盛
俊
が
助
命
さ
れ
る
よ

う
に
と
り
な
そ
う
」
と
い
う
言
葉
に
怒
っ
て
、

三
〇　

「
源
氏
又
盛
俊
に
た
の
ま
れ
う
ど
も
、
よ
も
思
は
じ
。に
ッ

く
い
君
が
申
や
う
か
な
」（「
平
家
物
語
」
巻
九
、
越
中
前
司

最
期
）

で
あ
り
、
そ
の
前
に
は
、

三
一　

「
わ
君
は
何
も
の
ぞ
。
名
の
れ
、
聞
か
う
」（「
平
家
物
語
」

巻
九
、
越
中
前
司
最
期
）

と
、
「
わ
君
」
が
使
わ
れ
て
お
り
、
例
外
と
み
て
よ
い
と
思
わ
れ

る
。
延
慶
本
で
は
、
こ
の
部
分
は
盛
俊
が
助
命
を
頼
む
話
の
筋
に

な
っ
て
お
り
、
誤
記
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。「
君
達
」
が
一
例

使
わ
れ
て
い
る
が
、
侍
波
多
野
次
郎
が
主
君
義
朝
の
幼
少
の
弟
達

に
対
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。

　

「
君
」
が
こ
の
当
時
、
ど
こ
ま
で
人
称
代
名
詞
と
し
て
機
能
し

て
い
た
か
、
ま
た
、
普
通
名
詞
と
し
て
の
機
能
を
ど
こ
ま
で
残
し

て
い
た
か
は
疑
問
の
残
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三
二　

「
君
は
湊
河
の
し
も
に
て
、
か
た
き
七
騎
が
中
に
と
り
こ

め
ら
れ
て
討
た
れ
さ
せ
給
ひ
候
ひ
ぬ
」（「
平
家
物
語
」
巻

九
、
小
宰
相
身
投
）

や
例
五
〇
の
よ
う
に
、「
主
君
」
の
意
味
で
使
わ
れ
る
例
も
あ
り
、

も
し
、「
主
君
」
の
意
味
で
あ
る
な
ら
、
こ
こ
で
の
分
類
で
は
役

割
名
に
分
類
さ
れ
る
対
称
詞
で
あ
る
。
森
野
（
一
九
七
一
）
で

は
、
平
安
時
代
の
「
君
」
に
つ
い
て
、「
本
来
の
『
君
主
』
『
主

人
』
と
い
う
具
体
的
な
意
味
と
有
縁
性
が
高
く
、
多
分
に
普
通
名

詞
と
し
て
の
性
格
を
払
拭
し
き
れ
ず
に
揺
曳
さ
せ
て
い
る
と
思
わ

れ
る
」（
一
七
六
頁
）
と
あ
る
。
ま
た
、
第
一
群
の
人
々
の
間
で

は
お
互
い
に
ど
の
よ
う
な
対
称
詞
で
待
遇
し
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
高
倉
天
皇
が
関
白
で
あ
る
藤
原
基
房
を
「
そ
こ
」
と
待
遇
す

る
例
が
一
例
あ
る
が
、
丁
寧
語
で
待
遇
し
て
お
ら
ず
、
明
ら
か
に

上
下
関
係
が
あ
る
。
天
皇
と
法
皇
は
お
互
い
に
ど
の
よ
う
に
待
遇

し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
「
君
」
で
お
互
い
を
待
遇
し
て
い
る

の
で
あ
る
な
ら
、
上
位
待
遇
の
代
名
詞
と
考
え
る
よ
り
、「
君
主
」

を
意
味
す
る
役
割
名
と
考
え
る
方
が
妥
当
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う

な
場
面
は
出
て
こ
な
い
。

＊
「
御
身
」

　

六
例
あ
り
、
全
て
丁
寧
語
と
と
も
に
親
族
の
上
位
者
と
か
身
分

の
上
位
者
に
対
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。ロ
ド
リ
ゲ
ス
（
一
九
五
五
）
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の
「
日
本
大
文
典
」
で
は
、「
敬
態
で
、
話
し
こ
と
ば
と
書
き
こ

と
ば
と
に
用
ゐ
る
」（
二
六
六
頁
）
と
あ
る
。
し
か
し
、

三
三　

「
御
身
も
い
ま
だ
つ
か
れ
さ
せ
た
ま
は
ず
。
御
馬
も
よ
は

り
候
は
ず
」（「
平
家
物
語
」
巻
九
、
木
曾
最
期
）

の
よ
う
に
、「
お
か
ら
だ
」
と
い
う
意
味
で
七
例
使
わ
れ
て
お
り
、

当
時
は
普
通
名
詞
の
「
身
」
に
尊
敬
を
表
す
接
頭
辞
「
御
」
と
の

複
合
語
か
ら
人
称
代
名
詞
に
派
生
し
て
い
く
過
渡
期
で
あ
っ
た
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
法
印
で
あ
る
浄
憲
は
清
盛
に
、

三
四　

「
官
位
と
い
ひ
俸
禄
と
い
ひ
、
御
身
に
と
ッ
て
は
悉
く
満

足
す
」（「
平
家
物
語
」
巻
三
、
法
印
問
答
）

ま
た
、
秀
衡
は
義
経
に
、

三
五　

「
も
て
な
し
か
し
づ
き
奉
ら
ば
、
世
の
聞
え
も
し
か
る
べ

か
ら
ず
。
又
、
御
身
の
た
め
も
い
た
は
し
か
る
べ
し
」（「
平

治
物
語
」
下
、
牛
若
奥
州
下
り
の
事
）

と
使
っ
て
い
る
。

＊
「
殿
」

　

七
例
あ
り
、
丁
寧
語
と
と
も
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
樋
口
次
郎

兼
光
は
主
君
義
仲
に
、

三
六　

「
十
郎
蔵
人
殿
こ
そ
、
殿
の
ま
し
ま
さ
ぬ
間
に
、
院
の
き

り
人
し
て
、
や
う
や
う
に
讒
奏
せ
ら
れ
候
な
れ
」（「
平
家
物

語
」
巻
八
、
室
山
）

や
、
僧
土
佐
房
は
敵
の
判
官
義
経
に
、

三
七　

「
ま
さ
な
う
も
御
諚
候
も
の
か
な
。
お
し
と
申
さ
ば
殿
は

た
す
け
給
は
ん
ず
る
か
」（「
平
家
物
語
」
巻
十
二
、
土
佐
房

被
斬
）

の
よ
う
に
、
主
君
や
敵
で
も
上
位
の
者
に
対
し
て
使
わ
れ
て
い

る
。「
殿
」
も
人
称
代
名
詞
と
い
う
よ
り
も
ま
だ
普
通
名
詞
と
し

て
機
能
し
て
い
た
可
能
性
が
高
く
、
こ
こ
で
の
分
類
で
は
役
割
名

と
分
類
し
た
方
が
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。ロ
ド
リ
ゲ
ス
（
一
九
五
五
）

で
も
、「
そ
れ
だ
け
が
独
立
に
使
は
れ
て
、
主
君
と
か
、
領
地
な

り
家
族
な
り
家
な
り
の
首
長
と
か
を
意
味
す
る
」（
五
七
四
頁
）

と
あ
る
。
山
田
（
一
九
七
四
）
に
よ
る
と
、
日
蓮
聖
人
遺
文
に
は

「
関
白
殿
ニ
対
し
て
は
殿
と
い
は
ざ
る
が
如
し
。
若
シ
関
白
殿
ニ

対
し
て
殿
と
い
は
ば
、
や
が
て
誅
滅
せ
ら
れ
べ
し
」
と
い
う
文
章

が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
関
白
の
よ
う
な
第
一
群
の
人
々
に
は

「
君
」
が
使
わ
れ
て
い
て
、「
殿
」
は
第
三
群
以
下
の
人
々
に
対
し

て
使
わ
れ
て
い
る
。

＊
「
殿
原
」

　

一
三
例
あ
り
、「
原
」
は
複
数
を
表
わ
す
接
尾
語
で
あ
り
、

「
殿
」
と
一
緒
に
扱
う
べ
き
か
と
も
見
え
る
が
、「
殿
」
と
待
遇
価

が
異
な
り
、
別
に
示
す
こ
と
に
す
る
。「
殿
原
」
は
下
位
者
に
も

使
わ
れ
る
が
、
主
に
同
位
の
侍
に
対
し
て
使
っ
て
お
り
、
丁
寧
語
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を
伴
っ
て
使
わ
れ
た
り
使
わ
れ
な
か
っ
た
り
す
る
。
侍
家
忠
は
敵

の
侍
盛
次
に
、

三
八　

「
無
益
の
殿
原
の
雑
言
か
な
。
わ
れ
も
人
も
空
事
言
ひ
つ

け
て
雑
言
せ
ん
に
は
、
誰
か
は
お
と
る
べ
き
」（「
平
家
物

語
」
巻
十
一
、
嗣
信
最
期
）

ま
た
、
判
官
光
季
は
家
子
・
郎
等
に
、

三
九　

「
名
モ
惜
カ
ラ
ズ
命
ノ
惜
カ
ラ
ン
殿
原
ハ
、
事
ノ
乱
レ
ヌ

先
ニ
、
何
ヘ
モ
落
行
給
候
ヘ
。
恨
有
マ
ジ
」（「
承
久
記
」、

上
）

と
使
っ
て
い
る
。

＊
「
お
の
お
の
」

　

丁
寧
語
が
使
わ
れ
た
り
、
使
わ
れ
な
か
っ
た
り
し
て
一
一
例
使

わ
れ
て
い
る
。
ロ
ド
リ
ゲ
ス
（
一
九
五
五
）
で
は
、「
複
数
に
用

ゐ
、
丁
寧
」（
二
六
七
頁
）
と
あ
る
。
斎
藤
別
当
は
同
僚
の
侍
に
、

四
〇　

「
い
ざ
を
の
を
の
、
木
曾
殿
ヘ
参
ら
ふ
」（「
平
家
物
語
」

巻
七
、
篠
原
合
戦
）

ま
た
、
侍
義
高
が
近
江
守
仲
兼
の
家
臣
の
侍
に
対
し
、

四
一　

「
い
か
に
を
の
を
の
は
、
誰
を
か
ば
は
ん
と
て
軍
を
ば
し

給
ふ
ぞ
」（「
平
家
物
語
」
巻
八
、
法
住
寺
合
戦
）

の
よ
う
に
、
侍
が
同
位
の
複
数
の
侍
に
七
例
使
わ
れ
て
お
り
、
ま

た
、
義
経
が
家
臣
の
侍
に
対
し
て
、

四
二　

「
お
の
お
の
船
に
、
篝
な
と
も
ひ
そ
。
義
経
が
舟
を
ほ
ん

舟
と
し
て
、
と
も
へ
の
か
ゞ
り
を
ま
ぼ
れ
や
。」（「
平
家
物

語
」
巻
十
一
、
逆
櫓
）

の
よ
う
に
、
家
臣
に
対
し
て
四
例
使
わ
れ
て
い
る
。

＊
「
御
辺
」

　

男
の
聞
き
手
対
し
て
の
み
使
わ
れ
て
お
り
、
三
二
例
見
つ
か
る

が
、
丁
寧
語
を
伴
っ
て
一
六
例
、
伴
わ
な
い
で
一
六
例
で
あ
る
。

ロ
ド
リ
ゲ
ス
（
一
九
五
五
）
で
は
、「
敬
態
で
、
書
き
こ
と
ば
か

荘
重
な
話
し
こ
と
ば
か
に
用
ゐ
」（
二
六
六
頁
）
と
あ
る
。
ま
ず
、

僧
の
文
覚
が
頼
朝
に
、

四
三　

「
御
辺
の
心
を
み
ん
と
て
申
な
ン
ど
思
ひ
給
か
。
御
辺
に

心
ざ
し
の
ふ
か
い
色
を
見
給
へ
か
し
」（「
平
家
物
語
」
巻

五
、
福
原
院
宣
）

の
よ
う
に
、
身
分
の
同
位
者
に
対
し
て
一
五
例
、
清
盛
が
左
中
弁

行
隆
に
対
し
、

四
四　

「
御
辺
の
父
の
卿
は
、
大
小
事
申
あ
は
せ
し
人
な
れ
ば
、

を
ろ
か
に
思
ひ
奉
ら
ず
」（「
平
家
物
語
」
巻
三
、
行
隆
之
沙

汰
）

の
よ
う
に
身
分
の
下
位
者
に
対
す
る
使
用
例
が
四
例
、
家
臣
に
対

し
一
例
、
ま
た
、
重
盛
が
息
子
維
盛
に
、

四
五　

「
御
辺
は
人
の
子
共
の
中
に
は
、
勝
て
見
え
給
ふ
也
」



－14－

文学・芸術・文化　  21巻 2 号　 2010．3

（「
平
家
物
語
」
巻
三
、
無
文
）

の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
が
、
息
子
で
あ
り
な
が
ら
権
亮
少
将
で

あ
り
、「
給
ふ
」
と
い
う
尊
敬
語
と
と
も
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

親
族
の
下
位
者
に
使
う
例
が
七
例
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
聞
き
手
の

身
分
が
高
い
。「
御
辺
」
の
待
遇
価
は
同
位
を
中
心
に
下
位
に
対

し
て
ま
で
広
い
と
思
わ
れ
る
。
一
例
上
位
者
に
対
し
て
の
使
用
例

が
あ
る
が
、
こ
れ
は
前
の
則
綱
が
盛
俊
と
の
争
い
の
場
で
の
使
用

例
で
誤
記
と
も
と
れ
る
。

＊
「
御
房
」

　

僧
に
対
し
て
四
例
使
わ
れ
て
い
る
。
例
四
三
に
示
し
た
「
御

辺
」
で
待
遇
す
る
文
覚
に
対
し
て
頼
朝
は
、

四
六　

「
さ
も
さ
う
ず
、
御
房
も
勅
勘
の
身
で
人
を
申
ゆ
る
さ
う

ど
の
給
ふ
あ
て
が
い
や
う
こ
そ
、
お
ほ
き
に
ま
こ
と
し
か
ら

ね
」（「
平
家
物
語
」
巻
五
、
福
原
院
宣
）

と
使
っ
て
い
る
。

＊
「
こ
そ
あ
ど
」

　

全
用
例
一
四
例
使
わ
れ
て
お
り
、
一
一
例
が
丁
寧
語
を
伴
わ
な

い
で
使
わ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
高
倉
天
皇
は
関
白
で
あ
る
藤
原
基

房
に
、

四
七　

「
そ
こ
に
い
か
な
る
目
に
も
あ
は
む
は
、
ひ
と
へ
に
た
ゞ

わ
が
あ
ふ
に
て
こ
そ
あ
ら
ん
ず
ら
め
」（「
平
家
物
語
」
巻

三
、
法
印
問
答
）

や
、
建
礼
門
院
が
大
納
言
時
忠
に
、

四
八　

「
げ
に
も
昔
の
名
残
と
て
は
、
そ
こ
ば
か
り
こ
そ
お
は
し

つ
れ
」（「
平
家
物
語
」
巻
十
二
、
平
大
納
言
被
流
）

や
、
清
盛
の
母
、
池
殿
は
孫
重
盛
に
、

四
九　

「
も
し
、
そ
な
た
に
や
、
腹
に
あ
ら
ず
と
へ
だ
て
給
ら
ん

と
、
世
に
う
ら
め
し
く
」（「
平
治
物
語
」
下
、
頼
朝
死
罪
を

宥
免
せ
ら
る
る
事
）

の
よ
う
に
、
下
位
者
の
者
に
対
し
九
例
使
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

今
井
の
下
人
は
主
君
の
兄
に
対
し
、

五
〇　

「
是
は
い
づ
ち
へ
と
て
わ
た
ら
せ
給
ひ
候
ぞ
。
君
討
た
れ

さ
せ
給
ひ
ぬ
」（「
平
家
物
語
」
巻
九
、
樋
口
被
討
罰
）

の
よ
う
に
、
上
位
者
に
対
し
て
も
使
っ
て
い
る
。「
是
は
」
は

「
こ
れ
は
こ
れ
は
」
の
よ
う
な
感
嘆
詞
と
も
と
れ
る
が
、
対
称
詞

と
し
て
も
解
釈
で
き
る
。

＊
「
わ
と
の
」

　

表
記
は
、「
平
家
物
語
」
で
は
「
わ
と
の
」、「
保
元
物
語
」
で

は
「
わ
殿
」、「
承
久
記
」
で
は
「
和
殿
」
と
異
な
る
が
、「
殿
」

単
独
で
は
上
位
者
に
対
す
る
対
称
詞
で
あ
る
が
、「
わ
」
が
付
く

と
待
遇
価
が
低
く
な
る
こ
と
か
ら
「
わ
」
は
親
愛
ま
た
は
軽
侮
の

接
頭
辞
と
考
え
ら
れ
る
。
二
八
例
あ
り
、
丁
寧
語
を
伴
っ
た
り
、
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伴
わ
な
か
っ
た
り
す
る
。
聞
き
手
は
男
で
あ
り
、
話
し
手
も
男
で

あ
る
。
ま
ず
、
お
互
い
に
判
官
同
士
で
、
胤
義
は
光
季
に
、

五
一　

「
其
事
ニ
候
、
判
官
殿
。
和
殿
と
胤
義
ト
ハ
若
ク
ヨ
リ
一

所
ニ
テ
ソ
ダ
チ
タ
レ
バ
」（「
承
久
記
」
上
）

と
言
い
、
そ
の
返
事
に
、

五
二　

「
此
事
、
光
季
兼
テ
知
タ
リ
。
和
殿
と
能
登
守
殿
と
二
人

シ
テ
権
大
夫
ヲ
打
取
テ
」（「
承
久
記
」
上
）

の
よ
う
に
、
自
称
詞
は
名
前
、
呼
称
詞
は
「
判
官
殿
」
の
よ
う
に

「
役
割
名
＋
殿
」
と
一
緒
に
「
和
殿
」
が
使
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

例
四
三
や
例
四
六
で
示
し
た
同
一
箇
所
に
、
文
覚
が
頼
朝
に
、

五
三　

「
わ
が
身
の
勅
勘
を
ゆ
り
う
ど
申
さ
ば
こ
そ
ひ
が
事
な
ら

め
。
わ
と
の
の
事
申
さ
う
は
な
に
か
く
る
し
か
る
べ
き
」

（「
平
家
物
語
」
巻
五
、
福
原
院
宣
）

と
使
わ
れ
、「
御
辺
」
と
同
一
の
待
遇
価
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

こ
の
よ
う
に
同
位
の
者
に
対
し
て
二
五
例
使
わ
れ
て
い
る
。ま
た
、

侍
、
河
原
太
郎
は
弟
次
郎
に
対
し
、

五
四　

「
わ
殿
は
残
り
と
ゞ
ま
ッ
て
、
後
の
証
人
に
立
て
」（「
平

家
物
語
」
巻
九
、
二
度
之
懸
）

の
よ
う
に
、
親
族
の
下
位
者
や
家
臣
な
ど
下
位
者
の
者
に
対
し
て

も
三
例
使
っ
て
い
る
。

＊
「
わ
殿
原
」

　

判
官
で
あ
る
為
義
が
六
人
の
息
子
、
義
憲
・
頼
賢
・
頼
仲
・
為

宗
・
為
成
・
為
仲
に
対
し
、

五
五　

「
ワ
殿
原
ハ
返
レ
」（「
保
元
物
語
」
下
、
為
義
降
参
ノ
事
）

の
よ
う
に
、
下
位
者
に
対
し
て
丁
寧
語
な
し
に
四
例
使
わ
れ
て
い

る
。

＊
「
わ
君
」

　

侍
高
橋
長
綱
は
戦
場
で
出
会
っ
た
若
年
の
敵
に
、

五
六　

「
わ
君
は
な
に
も
の
ぞ
、
名
の
れ
聞
か
ふ
」（「
平
家
物
語
」

巻
七
、
篠
原
合
戦
）

の
よ
う
に
、
敵
や
息
子
等
の
下
位
者
の
聞
き
手
に
対
し
て
四
例

使
っ
て
い
る
。

＊
「
わ
僧
」

　

例
三
七
で
示
し
た
、
僧
土
佐
房
に
対
し
処
刑
を
迫
る
判
官
義
経

は
、

五
七　

「
い
か
に
和
僧
、
記
請
に
は
う
て
た
る
ぞ
」（「
平
家
物
語
」

巻
十
二
、
土
佐
房
被
斬
）

の
よ
う
に
、
丁
寧
語
な
し
に
僧
に
対
し
て
五
例
使
わ
れ
て
い
る
。

＊
「
わ
法
師
原
」

　

斎
藤
別
当
は
敵
の
僧
に
対
し
、

五
八　

「
さ
り
と
も
、
わ
法
師
原
も
聞
こ
そ
し
つ
ら
め
、
日
本
一

の
剛
の
者
、
長
井
斎
藤
別
当
実
盛
と
は
我
事
ぞ
」（「
平
治
物
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語
」
中
、
義
朝
敗
北
の
事
）

の
よ
う
に
、
一
例
丁
寧
語
な
し
に
使
わ
れ
て
い
る
。

＊
「
わ
御
前
」

　

女
に
対
す
る
敬
称
「
御
前
」
に
接
頭
辞
の
「
わ
」
が
付
い
た
複

合
語
で
あ
る
が
、「
御
前
」
単
独
で
は
見
つ
か
ら
な
い
。
一
二
例

あ
る
が
、
女
の
聞
き
手
に
対
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
祇
王
に
対
し

て
母
は
、

五
九　

「
ま
こ
と
に
わ
ご
ぜ
の
う
ら
む
る
も
こ
と
は
り
な
り
」

（「
平
家
物
語
」
巻
一
、
祇
王
）

の
よ
う
に
、
親
族
の
下
位
者
に
対
し
て
や
、
ま
た
、
祇
王
は
知
り

合
い
の
仏
御
前
に
対
し
て
も
、

六
〇　

「
誠
に
わ
ご
ぜ
の
是
ほ
ど
に
思
給
け
る
と
は
、
夢
に
だ
に

知
ら
ず
」（「
平
家
物
語
」
巻
一
、
祇
王
）

の
よ
う
に
、
同
位
の
女
に
対
し
て
も
使
っ
て
い
る
。

＊
「
わ
男
・
わ
児
・
わ
人
ど
も
」

　

接
頭
辞
「
わ
」
を
付
加
し
た
対
称
詞
が
五
例
、「
わ
男
」
は
身

分
の
下
の
者
、「
わ
児
」
は
親
族
の
下
位
者
、「
わ
人
ど
も
」
は
敵

の
侍
に
対
し
て
、
す
べ
て
丁
寧
語
な
し
に
使
わ
れ
て
い
る
。

＊
「
お
の
れ
（
ら
）」

　

三
八
例
あ
り
、
す
べ
て
丁
寧
語
な
し
に
使
わ
れ
て
い
る
。「
お

れ
ら
」
と
い
う
対
称
詞
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、「
お
の
れ
ら
」
か

ら
の
語
形
変
化
と
し
て
一
つ
に
扱
っ
た
。
ロ
ド
リ
ゲ
ス

（
一
九
五
五
）
で
は
、「
敬
意
を
表
さ
な
い
所
の
荘
重
な
書
き
こ
と

ば
に
多
く
用
ゐ
、
荘
重
で
あ
る
」（
二
六
六
頁
）
と
あ
る
。
家
臣

に
対
し
て
使
用
す
る
例
が
一
三
例
あ
り
、
維
盛
が
家
臣
で
あ
る

侍
、
斎
藤
兄
弟
に
、

六
一　

「
を
の
れ
ら
が
父
、
斎
藤
別
当
、
北
国
へ
く
だ
ッ
し
時
、

汝
ら
が
頻
に
供
せ
う
ど
言
ひ
し
か
ど
も
」（「
平
家
物
語
」
巻

七
、
維
盛
都
落
）

の
よ
う
に
使
わ
れ
て
お
り
、「
汝
」
と
併
用
さ
れ
て
お
り
、
同
様

な
待
遇
価
を
担
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
身
分
が
下
の
者
に
対

し
て
九
例
あ
り
、
崇
徳
上
皇
が
侍
で
あ
る
為
義
・
家
弘
・
季
能
に

対
し
て
、

六
二　

「
命
計
ハ
ナ
ゾ
カ
扶
ザ
ル
ベ
キ
ゾ
と
思
ヘ
バ
、
ヲ
ノ
レ
ラ

御
身
ニ
副
ジ
ト
思
食
ゾ
」（「
保
元
物
語
」
中
、
新
院
如
意
山

ニ
逃
ゲ
給
フ
事
）

の
よ
う
に
、
自
敬
表
現
「
御
身
」
や
「
思
食
」
と
併
用
し
て
使
わ

れ
て
お
り
、
下
位
者
に
対
す
る
対
称
詞
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

そ
の
他
、
妻
に
対
し
て
一
例
、
息
子
に
対
し
て
四
例
、
侍
が
敵
に

対
し
て
四
例
使
わ
れ
て
い
る
。
現
在
で
は
卑
罵
語
で
あ
る
が
当
時

は
下
位
者
に
対
す
る
対
称
詞
で
は
あ
り
、
現
在
ほ
ど
待
遇
価
は
低

く
な
い
。
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＊
「
な
ん
ぢ
（
ら
）」

　

九
〇
例
あ
り
、
す
べ
て
丁
寧
語
な
し
に
使
わ
れ
て
い
る
。
ロ
ド

リ
ゲ
ス
（
一
九
五
五
）
で
は
、「
書
き
こ
と
ば
に
多
く
用
ゐ
、
敬

意
は
持
た
な
い
で
、
尊
大
さ
を
表
す
」（
二
六
六
頁
）
と
あ
る
。

左
大
臣
実
定
は
蔵
人
の
藤
原
経
尹
に
対
し
て
、

六
三　

「
侍
従
が
あ
ま
り
な
ご
り
お
し
げ
に
思
ひ
た
る
に
、
な
ん

ぢ
帰
ッ
て
、
な
に
と
も
言
ひ
て
こ
よ
」（「
平
家
物
語
」
巻

五
、
月
見
）

　

ま
た
、
三
位
の
通
盛
は
家
臣
の
滝
口
時
員
に
、

六
四　

「
通
盛
い
か
に
な
る
と
も
、
な
ん
ぢ
は
い
の
ち
を
捨
つ
べ

か
ら
ず
」（「
平
家
物
語
」
巻
九
、
小
宰
相
身
投
）

の
よ
う
に
、
家
臣
に
対
し
て
使
う
例
が
三
七
例
見
つ
か
る
。ま
た
、

家
臣
で
な
く
と
も
、
少
納
言
の
信
西
が
義
朝
に
対
し
て
、

六
五　

「
況
哉
、
武
勇
合
戦
ノ
道
ニ
ヲ
ヒ
テ
ハ
、
一
向
汝
ガ
計
タ

ル
ベ
シ
」（「
保
元
物
語
」
上
、
主
上
三
条
殿
に
行
幸
ノ
事
）

の
よ
う
に
、
身
分
の
下
位
者
に
対
す
る
用
例
が
三
一
例
あ
る
。
ま

た
、
神
が
清
盛
に
、

六
六　

「
こ
れ
は
大
明
神
の
御
使
也
。
汝
こ
の
剣
を
も
ッ
て
、
一

天
四
海
を
し
づ
め
、
朝
家
の
御
ま
も
り
た
る
べ
し
」（「
平
家

物
語
」
巻
三
、
大
塔
建
立
）

の
よ
う
に
権
威
を
も
っ
て
下
位
者
に
使
う
用
例
や
、
息
子
に
対
し

て
六
例
、
娘
に
対
し
て
一
例
な
ど
親
族
の
下
位
者
に
対
す
る
例
が

見
つ
か
る
。
ま
た
、
為
朝
が
敵
の
侍
景
綱
に
、

六
七　

「
汝
ハ
、
サ
テ
ハ
合
ヌ
敵
ゴ
ザ
ン
ナ
レ
」（「
保
元
物
語
」

中
、
白
河
殿
ヘ
義
朝
夜
討
チ
ニ
寄
セ
ラ
ル
ル
事
）

の
よ
う
に
、
身
分
が
低
い
と
思
わ
れ
る
敵
に
も
七
例
使
わ
れ
て
い

る
。

＊
親
族
名

　

「
父
」、「
母
」、「
母
御
前
」、「
兄
」
と
い
う
親
族
名
が
六
例
使

わ
れ
て
い
る
。
現
在
で
は
、
親
族
呼
称
と
親
族
名
称
は
区
別
さ

れ
、
他
人
に
対
し
て
は
、「
父
が
参
り
ま
す
」
と
い
う
親
族
名
称

が
使
わ
れ
る
が
、
対
称
詞
と
し
て
は
、「
お
と
う
さ
ん
」
と
い
う

親
族
呼
称
が
使
わ
れ
る
。
こ
の
時
代
で
は
、「
母
御
前
」
は
現
在

の
親
族
呼
称
に
当
た
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
幼
少
の
子
ど
も
の
使

用
例
が
ほ
と
ん
ど
で
親
族
名
を
一
般
成
人
が
使
う
こ
と
は
な
か
っ

た
可
能
性
が
あ
る
。

＊
役
割
名
（
＋
殿
）

　

三
七
例
見
つ
か
る
が
、
そ
の
う
ち
「
殿
」
を
つ
け
た
役
割
名

一
八
例
は
常
に
丁
寧
語
と
と
も
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
義

時
は
長
男
武
蔵
守
泰
時
や
二
男
式
部
丞
朝
時
に
対
し
、

六
八　

「
武
蔵
守
・
式
部
丞
ハ
、
ト
ク
シ
テ
下
ル
ベ
シ
」（「
承
久

記
」
下
）
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の
よ
う
に
、
息
子
で
あ
り
な
が
ら
公
的
な
指
示
を
行
う
書
面
で
は

役
割
名
で
待
遇
し
て
い
る
。
悪
源
太
義
平
は
寝
返
っ
た
源
兵
庫
頭

頼
政
に
対
し
、

六
九　

「
ま
さ
な
き
兵
庫
頭
が
翔
か
な
。
源
家
に
も
名
を
し
ら

る
ゝ
ほ
ど
の
者
が
、
二
心
あ
る
や
う
や
は
あ
る
。
義
平
が
目

の
前
を
ば
、
一
度
も
わ
た
す
ま
じ
き
物
を
」（「
平
治
物
語
」

中
、
義
朝
六
波
羅
に
寄
せ
ら
る
る
事
）

の
よ
う
に
、
役
割
名
で
呼
び
捨
て
て
い
る
。
一
般
的
に
は
役
割
名

で
待
遇
す
る
同
位
の
者
に
は
丁
寧
語
を
つ
け
て
使
っ
て
い
る
。

＊
姓
＋
殿

　

身
分
の
同
位
の
侍
同
士
で
、

七
〇　

「
梶
原
殿
の
申
さ
れ
け
る
に
も
、
御
ゆ
る
さ
れ
な
い
と
う

け
た
ま
は
る
間
、
ま
し
て
高
綱
が
申
す
と
も
」（「
平
家
物

語
」
巻
九
、
生
ズ
キ
ノ
沙
汰
）

七
一　

「
い
し
う
申
さ
せ
給
ふ
田
代
殿
か
な
。
さ
ら
ば
や
が
て
よ

せ
さ
せ
給
へ
」（「
平
家
物
語
」
巻
九
、
三
草
合
戦
）

の
よ
う
に
、
お
互
い
を
「
姓
＋
殿
」
で
待
遇
す
る
例
が
五
例
見
つ

か
る
。

＊
姓
＋
名

　

侍
が
身
分
の
同
位
の
敵
の
侍
に
対
し
て
戦
場
で
は
、

七
二　

「
間
野
次
郎
左
衛
門
ト
奉
レ

見
ハ
僻
事
カ
」（「
承
久
記
」

上
）

七
三　

「
ア
レ
ハ
玄
蕃
太
郎
ト
奉
レ

見
ハ
僻
事
カ
」（「
承
久
記
」

下
）

の
よ
う
に
、
五
例
用
い
て
い
る
。
聞
き
手
が
身
分
が
同
位
の
侍
で

あ
る
場
合
、「
姓
＋
殿
」
か
「
姓
＋
名
」
で
待
遇
す
る
か
は
、
味

方
か
敵
か
に
よ
っ
て
決
ま
る
よ
う
に
見
え
る
。

＊
姓
呼
び
捨
て

　

一
例
で
あ
る
が
、
畑
山
次
郎
は
烏
帽
子
子
で
あ
る
大
串
重
親

を
、「
わ
殿
腹
」
と
呼
び
、

七
四　

「
た
そ
」
と
と
へ
ば
、「
重
親
」
と
こ
た
ふ
。「
い
か
に
大

串
か
」。「
さ
ン
候
」。（「
平
家
物
語
」
巻
九
、
宇
治
川
先
陣
）

の
よ
う
に
、
畑
山
は
丁
寧
語
な
し
に
、
そ
れ
に
対
し
て
「
候
」
で

答
え
る
よ
う
に
、
親
し
い
が
明
ら
か
に
下
位
者
に
対
し
て
姓
呼
び

捨
て
で
待
遇
し
て
い
る
。

＊
名
呼
び
捨
て

　

二
五
例
見
つ
か
る
が
、
全
て
丁
寧
語
な
し
に
使
わ
れ
て
い
る
。

前
右
大
将
の
宗
盛
が
家
臣
の
滝
口
競
に
対
し
て
、

七
五　

「
競
は
あ
る
か
」（「
平
家
物
語
」
巻
四
、
競
）

ま
た
、
中
納
言
の
知
盛
が
家
臣
の
阿
波
民
部
重
能
に
対
し
て
、

七
六　

「
重
能
参
れ
」（「
平
家
物
語
」
巻
十
一
、
鶏
合　

壇
浦
合

戦
）



－19－

軍記物語の対称詞　永田

の
よ
う
に
、
家
臣
に
対
し
て
一
一
例
使
わ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
高
倉
天
皇
は
聞
き
手
が
前
右
大
将
で
あ
っ
た
宗
盛
で
も
、

七
七　

「
宗
盛
と
も
か
う
も
は
か
ら
へ
」（「
平
家
物
語
」
巻
三
、

城
南
之
離
宮
）

の
よ
う
に
、
身
分
が
下
の
者
に
六
例
使
っ
て
い
る
。
親
族
の
下
位

者
に
も
二
例
使
わ
れ
て
い
る
。
森
野
（
一
九
七
一
）
で
は
、
平
安

時
代
に
お
い
て
は
実
名
敬
避
の
習
俗
が
あ
り
、「
枕
草
子
」
で
は

実
名
で
称
呼
さ
れ
る
の
は
受
領
階
級
以
下
に
集
中
し
て
お
り
、
よ

ほ
ど
目
下
で
な
い
と
使
わ
れ
な
か
っ
た
と
あ
り
、
軍
記
物
語
に
お

い
て
も
下
位
待
遇
で
あ
る
。

四
、
ま
と
め

＊
永
田
（
二
〇
〇
一
）
で
は
、
軍
記
物
語
で
使
わ
れ
て
い
る
第
三

者
待
遇
表
現
を
序
列
敬
語
と
名
付
け
た
。
す
な
わ
ち
、
序
列
に
応

じ
て
第
三
者
を
待
遇
す
る
敬
語
体
系
で
あ
り
、
序
列
の
高
い
聞
き

手
に
対
し
て
は
よ
り
序
列
の
低
い
第
三
者
は
た
と
え
話
し
手
の
目

上
で
あ
ろ
う
と
も
尊
敬
待
遇
を
し
な
い
敬
語
体
系
と
考
え
た
。
対

称
詞
の
体
系
に
お
い
て
も
序
列
関
係
が
重
要
で
、
自
分
の
息
子
で

あ
ろ
う
と
も
成
人
し
身
分
が
高
く
な
れ
ば
身
分
に
応
じ
た
対
称
詞

を
、
ま
た
、
息
子
も
親
を
親
族
名
称
で
な
く
身
分
に
応
じ
た
対
称

詞
で
待
遇
し
て
い
る
。
現
在
の
よ
う
に
親
族
の
目
上
は
親
族
名
で

し
か
待
遇
で
き
な
い
と
い
う
共
通
語
の
原
則
は
、
こ
の
時
代
に
は

一
般
的
で
な
い
。
幼
少
の
者
の
み
が
親
族
名
を
使
っ
て
い
る
。
成

人
し
た
後
に
は
、
親
族
の
目
上
を
身
分
に
応
じ
た
対
称
詞
で
待
遇

し
て
い
る
。
対
称
詞
の
体
系
に
お
い
て
も
序
列
関
係
が
重
要
で
、

上
下
対
称
詞
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
上
位
者
に
は

人
称
代
名
詞
を
使
っ
て
待
遇
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
下
位
者
や
同

位
者
に
対
し
て
の
み
人
称
代
名
詞
を
使
う
こ
と
が
で
き
る
体
系
で

あ
る
。
下
位
者
に
対
し
て
は
、「
な
ん
ぢ
」
や
「
お
の
れ
」
の
よ

う
な
和
語
系
統
の
人
称
代
名
詞
が
安
定
し
て
使
わ
れ
て
い
る
が
、

反
対
に
言
う
と
、
下
位
者
に
は
人
称
代
名
詞
を
使
っ
て
よ
い
と
い

う
体
系
で
あ
る
。
同
位
者
に
対
し
て
は
「
御
辺
」
や
「
御
房
」
の

よ
う
な
「
御
」
を
付
加
し
た
漢
語
系
統
の
人
称
代
名
詞
が
使
わ
れ

て
い
る
。

＊
上
位
者
に
対
し
て
唯
一
用
い
ら
れ
て
い
る
対
称
詞
と
し
て

「
君
」
が
あ
る
。「
君
」
は
第
一
群
の
聞
き
手
の
よ
う
に
聞
き
手
の

身
分
が
非
常
に
高
い
場
合
に
も
、
聞
き
手
の
身
分
が
そ
の
よ
う
に

高
く
な
く
て
も
主
従
関
係
の
あ
る
も
の
に
対
し
て
も
使
わ
れ
て
い

る
。「
君
主
」
と
か
「
主
君
」
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
お
り
、

こ
の
当
時
、
ど
こ
ま
で
人
称
代
名
詞
と
し
て
機
能
し
て
い
た
か
、

ま
た
、
普
通
名
詞
と
し
て
の
機
能
を
ど
こ
ま
で
残
し
て
い
た
か
は
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疑
問
の
残
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
過
去
の
文
献
で
は
代
名
詞
と
し
て

扱
っ
て
い
る
が
、「
奏
す
」「
敬
す
」「
御
幸
」
の
よ
う
に
帝
や
后

等
の
身
分
の
人
に
対
し
て
の
み
も
ち
い
ら
れ
る
敬
語
を
玉
上
琢
弥

氏
が
「
絶
対
敬
語
」
と
定
義
す
る
よ
う
に
、
も
し
、「
君
」
が

「
君
主
」
と
か
「
主
君
」
に
対
し
て
の
み
用
い
ら
れ
る
対
称
詞
で

あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
こ
こ
で
は
役
割
名
と
定
義
し
て
い
る
対
称

詞
で
あ
り
、
軍
記
物
語
で
使
わ
れ
て
い
る
対
称
詞
の
体
系
は
上
下

対
称
詞
と
見
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

＊
同
位
ま
た
は
上
位
者
の
聞
き
手
を
待
遇
す
る
場
合
に
、
明
示
的

に
役
割
名
や
姓
名
で
呼
ぶ
場
合
が
あ
る
が
、
上
位
者
に
対
し
て

は
、
官
職
名
や
受
領
地
名
に
殿
を
付
加
し
て
呼
び
、
同
位
者
に
は

姓
で
、
下
位
者
に
は
名
で
呼
ん
で
い
る
。
特
に
、
名
を
呼
び
捨
て

に
す
る
場
合
に
は
明
ら
か
に
役
割
や
身
分
が
低
い
聞
き
手
に
限
定

さ
れ
て
お
り
、
実
名
忌
避
の
習
俗
が
存
続
し
て
い
た
こ
と
が
分
か

る
。
渡
辺
（
一
九
九
八
）
に
よ
る
と
、
穂
積
（
一
九
二
六
）
に

よ
っ
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
実
名
の
敬
避
の
規
範
意
識
が
古
く
か
ら

存
在
し
、「
私
た
ち
日
本
人
に
は
、
下
位
の
者
が
上
位
の
者
を
呼

称
す
る
場
合
、
そ
の
名
前
を
敬
避
し
、
代
わ
り
に
そ
の
親
族
名

称
、
ポ
ス
ト
名
、
職
業
名
な
ど
な
ど
を
使
っ
て
呼
称
し
よ
う
と
す

る
規
範
意
識
が
強
く
存
在
す
る
」（
一
一
頁
）
と
言
う
よ
う
に
、

そ
れ
が
現
在
ま
で
続
い
て
い
る
と
考
え
て
お
り
、
さ
ら
に
、
辻
村

（
一
九
七
一
）
に
よ
る
と
、
諱
と
し
て
日
本
語
の
敬
語
の
起
源
と

通
じ
る
可
能
性
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

＊
「
わ
殿
（
原
）」、「
わ
君
」、「
わ
御
前
」
の
よ
う
に
、
接
頭
辞

「
わ
」
を
付
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
親
し
み
を
表
し
、
本
来
は
同

位
者
に
対
す
る
待
遇
表
現
が
下
位
待
遇
表
現
に
低
下
し
て
い
る
様

子
が
見
ら
れ
る
。

＊
「
承
久
記
」
に
は
宣
旨
を
受
け
て
名
前
を
呼
ぶ
場
面
が
あ
る

が
、
一
、
河
内
判
官
秀
澄
の
よ
う
に
役
割
名
＋
名
呼
び
捨
て
、

二
、
斎
藤
左
衛
門
の
よ
う
に
姓
＋
名
呼
び
捨
て
、
三
、
下
総
守
の

よ
う
に
役
割
名
、
四
、
上
田
殿
の
よ
う
に
姓
＋
殿
の
四
種
類
あ
る

が
、
身
分
に
よ
る
使
い
分
け
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
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』（
和
泉
書
院
）

永
田
高
志
（
二
〇
〇
六
）「
明
治
前
期
東
京
語
の
対
称
詞―

散
切
物
を

通
じ
て
」（
『
国
語
国
文
』
七
五-

六
）

永
田
高
志
（
二
〇
〇
八
ａ
）「
国
定
国
語
教
科
書
の
対
称
詞
」（
『
国
語
と

国
文
学
』
八
五-

三
）

永
田
高
志
（
二
〇
〇
八
ｂ
）「
明
治
後
期
・
大
正
期
東
京
語
の
対
称
詞
」

（
近
畿
大
学
日
本
文
化
研
究
所
編
『
日
本
文
化
の
鉱
脈―

―

茫

洋
と
閃
光
と
』
風
媒
社
）

永
田
高
志
（
二
〇
〇
九
ａ
）「
総
合
雑
誌
『
太
陽
』
に
見
る
対
称
詞
」

（
『
国
語
と
国
文
学
』
八
六-

九
）

永
田
高
志
（
二
〇
〇
九
ｂ
）「
捷
解
新
語
の
対
称
詞
」（
『
日
本
近
代
語
研

究
５
』
ひ
つ
じ
書
房
）

穂
積
陳
重
（
一
九
二
六
）
『
実
名
敬
避
俗
研
究
』（
帝
国
学
士
院
）

森
野
宗
明
（
一
九
七
一
）「
古
代
の
敬
語
Ⅱ
」（
『
講
座
国
語
史
五　

敬
語

史
』
大
修
館
書
店
）

山
田　

巌
（
一
九
七
四
）「
中
世
の
敬
語
概
観
」（
『
敬
語
講
座
３　

中
世

の
敬
語
』
明
治
書
院
）

ロ
ド
リ
ゲ
ス
（
一
九
五
五
）
『
日
本
大
文
典
』（
土
井
忠
生
訳
註
、
三
省

堂
）

渡
辺
友
左
（
一
九
九
八
）「
『
呼
称
』
と
い
う
論
点
」（
『
日
本
語
学
』
一
七

―

九
）




